
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

公 営 企 業 局 訓 令  

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 公 営 企 業 局 訓 令 第  号  

本 局  

各 事 業 所  

各 病 院  

高 知 県 公 営 企 業 局 公 文 書 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の

よ う に 定 め る 。  

令 和 ６ 年  月  日  

高 知 県 公 営 企 業 局 長  笹 岡   浩  

高 知 県 公 営 企 業 局 公 文 書 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令  

高 知 県 公 営 企 業 局 公 文 書 管 理 規 程 （ 令 和 ２ 年 ４ 月 高 知 県 公 営 企

業 局 訓 令 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 中 第 10号 を 第 12号 と し 、 第 ６ 号 か ら 第 ９ 号 ま で を ２ 号 ず

つ 繰 り 下 げ 、 第 ５ 号 の 次 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。  

(６ ) 電 子 決 裁 シ ス テ ム  文 書 情 報 シ ス テ ム 又 は 第 15条 第 ２ 項

第 １ 号 の 協 議 に 基 づ く 方 法 （ 第 16条 第 ６ 号 に お い て 「 文 書 情

報 シ ス テ ム 等 」 と い う 。 ） に よ り 起 案 し た 電 子 公 文 書 の 決 裁

を 行 う た め の プ ロ グ ラ ム を い う 。  

(７ ) 電 子 決 裁  電 子 決 裁 シ ス テ ム を 利 用 し た 決 裁 を い う 。  

第 15条 第 １ 項 中 「 別 表 に お い て 」 を 「 以 下 」 に 、 「 用 紙 」 を

「 電 子 的 方 式 に よ り 送 信 し 、 又 は 用 紙 」 に 改 め る 。  

第 16条 第 ６ 号 中 「 文 書 情 報 シ ス テ ム 」 を 「 文 書 情 報 シ ス テ ム

等 」 に 改 め る 。  

第 19条 第 １ 項 中 「 、 起 案 文 書 」 を 「 、 電 子 決 裁 シ ス テ ム を 利 用

す る 方 法 又 は 起 案 文 書 」 に 、 「 又 は 」 を 「 若 し く は 」 に 改 め 、 同

条 第 ３ 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

た だ し 、 電 子 決 裁 を 受 け る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

第 19条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

５  電 子 決 裁 を 受 け た 起 案 文 書 に 係 る 審 査 及 び 決 裁 の 結 果 は 、 知

事 訓 令 別 記 第 １ 号 様 式 の ２ に よ る 電 子 決 裁 完 了 票 に 記 録 す る も

の と す る 。  

第 21条 第 ２ 項 中 「 、 決 裁 者 」 を 「 決 裁 者 」 に 、 「 起 案 用 紙 」 を

「 、 知 事 訓 令 別 記 第 １ 号 様 式 に よ る 回 議 書 又 は 起 案 用 紙 」 に 改 め

る 。  

第 25条 後 段 を 削 り 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 担 当 者 は 、 起 案 文 書 の 所 定 の 欄 に

押 印 又 は 署 名 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 公 印 の 押 印 を 要

し な い 公 文 書 （ 電 子 決 裁 を 受 け た も の に 限 る 。 ） に つ い て は 、

当 該 担 当 者 の 押 印 又 は 署 名 を 要 し な い も の と す る 。  

第 34条 の 見 出 し 中 「 発 送 済 公 文 書 」 を 「 発 送 済 公 文 書 等 」 に 改

め 、 同 条 中 「 発 送 し た 」 を 「 発 送 し 、 又 は 送 信 し た 」 に 、 「 発 送

年 月 日 」 を 「 発 送 年 月 日 又 は 送 信 年 月 日 」 に 改 め る 。  

附  則  

資 料 ８  



こ の 訓 令 は 、 令 和 ６ 年  月  日 か ら 施 行 す る 。  
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